
議案第１７号

杉並区営住宅条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

令和８年２月１２日

提出者 杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区営住宅条例の一部を改正する条例

杉並区営住宅条例（平成９年杉並区条例第２７号）の一部を次のように改正する。

別表第２杉並区営上井草二丁目アパートの項中「１６，０００円」を「１７，０

００円」に改め、同表杉並区営成田東二丁目第二アパートの項中「１８，０００

円」を「１９，０００円」に改め、同表杉並区営成田東一丁目アパートの項中「１

７，０００円」を「１８，０００円」に改める。

附 則

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表第２の規定は、令和８年４月以後の月分の駐車場の使用料につい

て適用し、同年３月以前の月分の駐車場の使用料については、なお従前の例によ

る。

（提案理由）

区営住宅３か所の駐車場の使用料を改定する必要がある。


